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虐待対応窓口と指導担当は、相互に連携して対応 

 

措置の報告（20条） 

・権限行使（19 条） 

政令市・中核市 

権限移譲市町村 

協力・連携 

※初期対応は通報を受

けた市町村が行うが、

援護の実施市町村が判

明している場合は、速

やかに引き継ぐ。 
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